
１．名　　称　　　第50回国頭地区中学校新人総合体育大会サッカ－競技

２．主　　催　　　国頭地区中学校体育連盟

３．共　　催　　　沖縄県教育委員会　国頭地区市町村教育委員会　国頭地区PTA連合会

４．期　　日　　　令和5年11月25日（土），11月26日（日）

５．会　　場　　　初日：金武フットボールセンター(天然芝)　２日目：金武フットボールセンター（天然芝）　

６．協　　力　　　名護市サッカー協会

 ７．開　会　式　　１１ 月25日（土）　８時3０分　 　５分前に整列完了。

８．参加申込み　 申し込みは申し込み用紙に必要事項を記入、押印の上、１１月１０日（金）１５時までに

久辺中学校の宮里聡仁先生（理事長）宛に提出してください。FAX不可。　時間厳守。

監督会には必ず参加してください。（審議・確認したい事項が有ります）

※監督会・抽選会　令和5年11月１3日（月）１６時　２１世紀森体育館or名護中央公民館 　

※大会冊子作成のためデータを大兼久までメールにて送信お願いします。

本部中（大兼久）アドレス　oogantaizo@open.ed.jp　 締切１１月１０日（金）厳守

９．参加規定

　（１）中体連加盟校で会費納入済の学校。参加費は参加選手一人につき500円（監督会会場にて）

　（３）参加にあたっては、各学校の服装・容疑規定を遵守し、基本的には各学校において指導を行う。

※生徒指導上配慮を要する生徒がいる場合は、事前に監督会等で専門部長へ報告する。

　（４）合同チームの参加については、中体連会長から編成が適正であると認められた場合に限る。

１０．競　技　規　定

　（１）（財）日本サッカー協会が制定するサッカー競技規則「２０２２/２０２３」に準ずる。

　（２）試合中ベンチに入れるメンバーは，登録選手・監督・引率者・コーチ（中体連に登録された１名）

　　　　及びマネージャー（生徒１名）の最大２９名とする。

　（３）試合開始前に最大14人の交代要員の氏名を主審に通告しておき，その14人は主審の許可を得て

　　　　交代することができる。フリー交替制を採用する。交替回数は無制限とする。

　（４）交代しようとする競技者は試合の停止中に主審から交代を許す合図を受けた後に競技場に入る。

　（５）本大会中、警告を二度受けた選手については、次の一試合に参加できない。

　　　　即、退場を宣告された選手の次試合の出場に関しては規律委員会で決定する。

※大会規律委員会は，専門部長・副専門部長・審判委員長・担当審判・会場主任で構成する。

前半途中で終了した場合，終了時の時間から・同じスコア・同じ再開方法でゲームを行う。

前半終了していても同点の場合には終了時の時間から・同じスコア・同じ再開方法でゲームを行う。

　（７）ボ－ルはミカサ検定皮５号球を使用する。

１１．競　技　方　法

　（１）ト－ナメント方式

１２．そ　の　他

　（１）ユニフォ－ムは正・副準備する。（１番～99番）

　（２）登録選手変更は、開会式前の監督会で確認。（但し、原則３名以内）（追加を認める場合がある）

　　　　ケガでの登録交代に関しては口頭で監督会で確認して交代。当日の生徒指導による欠員の場合補充できない。

　　　　また，登録メンバー内の番号変更は県大会と同じく認めない。

　　　　コイントスで決める。試合開始１０分前までに本部前に集合する。

　（４）各チ－ムでゴミ袋を準備しゴミを責任を持って持ち帰る。

 　（５）開会式には原則として全チ－ム登録選手を参加させること。（ユニフォ－ム着用）

　（６）優勝校に賞状・優勝旗、第２位、第３位に賞状を授与する。第１位・第２位の全選手に賞状を授与する。

　（７）１分間の飲水タイムを設ける。

１３．式　　典

表彰のみとする。（該当チームのみ参加）

第50回国頭地区中学校新人サッカ－大会要項

　（８）本大会に関わる全ての者の感染症対策については、沖縄県中学校体育連盟の「インフルエンザ・コロナウィル
ス
           感染症等に関わる対応について」に従うこと。

　（２）試合時間は30分 - 10分 - 30 分  時間内に勝敗が決しない場合、10分間の延長戦。
　　　　それでも決しない場合は５対５のＰＫ戦を行う。

　（２）選手の引率は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。監督等は出場校は校長・教職員（常勤）・部活動指導員とする。

　　　　教職員以外のコーチについては校長の認めた、地区・県に登録された者とする。但し、ベンチ入りは１名のみとする。

　（６）雷による試合の中断は最大1時間とする。雷鳴から２０分間の中断。その際，前半が終了していれば試合成立とし，

　（３）試合開始３０分前までに本部にオーダー表提出。ユニフォームは両チームの協議で決める。お互い譲れない場合は


